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【１】枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センター  

１．枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センター 

 

枚方市では、平成 25 年４月に「枚方市ひきこもり等子ども・若者相談支援センター」を

設置し、15 歳からおおむね 39 歳までの不登校、ひきこもり、ニート等に関する相談をお

受けし、継続して対応方法や支援を考えています。必要に応じて、より適した支援機関等

にもおつなぎします。次のステップとしての居場所支援や、家族の会を行っています。 

 

２．場所 

 

枚方市子どもの育ち見守り室となとな・子ども相談課内に専用の窓口を設置しています。 

専用の相談室が２部屋あります。 

住所：〒573-0032 枚方市岡東町 12-3-410 サンプラザ 3 号館 4 階 

 

 

 

 

３．相談体制 

相談には、電話相談と面接相談があります（専用電話設置）。面接相談は事前に予約を

お願いしています。 

窓口には、臨床心理士や社会福祉士等の資格を有する職員を配置し、関係機関と連携し

ながら対応しています。 

また、職員のスキルアップのため、各種研修への参加等を継続して行いました。 
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４．相談支援件数 

＜延べ件数＞ 

〇相談支援件数 

令和４年度の延べ相談支援件数は 3,507 件でした。内訳は面接相談が 1,944 件、電話相

談が 671 件、居場所支援が 564 件、家族の会が 85 件、訪問が 49 件、機関連携が 185 件、

その他９件でした。 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

面接相談 2,131 2,158 1,817 1,881 1,944 

電話相談 335 505 601 565 671 

居場所支援 415 487 373 430 564 

家族の会 53 59 52 59 85 

訪問 （90） （73） （66） （53） 49 

機関連携 （193） （288） （139） （142） 185 

その他 ― ― ― ― 9 

計(件・延べ) 2,934 3,209 2,843 2,935 3,507 

※令和３年度以前の（  ）内の数は上記の項目に含めていたが、令和４年度より訪問・機関連携・その他

を抜き出してカウントすることとした。。 
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○訪問支援 

継続相談の中で、必要に応じて訪問支援を行いました。家庭訪問が 37 件、ご本人やご家

族と一緒に各窓口に同行する同行訪問は 12 件でした。 

 

（同行訪問先） 

就労支援機関、障害福祉関係機関、市役所各窓口、居場所支援「ひらぽ」など（多い順に

抜粋）。 

 

 

 

○機関連携 

ご本人やご家族の了承のもと、他機関に紹介するための事前連絡や、状況の共有、支援

のための協議など、機関との連携を行いました。 

 

（連携機関） 

障害福祉関係機関、市役所各窓口（健康福祉総合相談課、生活福祉課、保健所（保健医療

課）、子ども支援課など）、就労支援機関、医療機関、地域包括支援センターなど（多い

順に抜粋） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
家庭訪問 68 53 52 40 37
同行訪問 22 20 14 13 12

計(件・延べ) 90 73 66 53 49

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
機関連携(件・延べ) 193 288 139 142 185
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＜実相談ケース数＞ 

 令和４年度の実相談ケース数が 262 件、そのうち新規相談が 87 件でした。 

 

  平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 

実相談（件） 247 300 249 246 262 

新規相談（件） 122 152 72 82 87 

 

 

 

○相談内容 

相談内容は、ひきこもりと準ひきこもりについての相談が合わせて 52％、次に不登校の

相談が 19％、就労についての相談が 13％でした。 

そのうち、新規相談の相談内容の内訳については、ひきこもりと準ひきこもりについて

の相談が合わせて 36％、不登校の相談が 24％、就労の相談が 16％でした。 

 

 

ひきこもり   自室からほとんど出ない、自室からは出るが家から出ない。 

           普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける。  

準ひきこもり  ふだんは家にいるが自分の趣味に関する用事のときだけ外出する。  
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○相談対象者の年代 

相談対象者の年代は、20 代の相談が 41％と一番多く、次に 30 代、10 代の相談と続きま

す。また、一定数、40 代以上の方の相談もあるという現状です。 

 そのうち、新規相談の内訳については、10 代の相談が 46％と一番多く、続いて、20 代

となっています。 

 

 

 

○相談者 

相談者については、本人、もしくは本人と家族から相談をお受けしているケースがあわ

せて、50％、家族からのご相談が 47％でした。 

そのうち、新規相談の初回相談者については、本人、もしくは本人と家族からの相談が

23％、家族からの相談が 70％でした。初回相談の多くは、家族からの相談でした。 
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○性別 

新規相談の相談対象者の性別については、男性が 66.7％、女性が 25.3％でした。    

 
 

 

○相談経路 

 ひきこもり等子ども・若者相談支援センターを知ったきっかけは、関係機関からの紹介

が 31％と一番多く、次いで、市ホームページ、インターネットなど、知人からの紹介、広

報・パンフレット、となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○居住地 

 対象は市内在住の方ですが、市外からの相談もありました。一旦お聴きして、他市で利

用できる相談窓口の情報提供を行っています。 

市内 市外 不明 計（件） 

77（88.5％） 5（5.7％） 5（5.7％） 87 

 

 

 

い 

 

 

 

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
男性 87（71.3%） 97（63.8%） 50（69.4%） 51（62.2%） 58(66.7%)
女性 34（27.9%） 51（33.6%） 22（30.6%） 28（34.1%） 22(25.3%)
不明 1（0.8％） 4（2.6%） 0（0%） 3（3.7%） 7(8.0%)

計（件） 122 152 72 82 87

〇コロナ禍における相談支援の状況〇  

令和４年度は、通常の生活が戻る兆しが見える中、直接会う形でつながることを試

みた一年間でした。延べ相談支援件数の増加率が、コロナ前の水準まで戻ってきたこ

とを踏まえ、これまでの継続してきた支援について途切れることなく適切な支援が行

えるよう、相談者がつながり続けられる場を維持することに努めました。また、コロ

ナ禍による生活様式の変化など、ひきこもりの要因や背景はより複雑化しているた

め、必要な支援が適切に実施できるよう、関係機関と連携を密にするなど重層的な支

援に努めました。  

（関係機関） 

市役所各窓口（家庭児童相談、健

康福祉総合相談、子ども発達支

援センターなど）、障害福祉関係

機関など（多い順に抜粋）。 

 

関係機関

31%

知人

8%インターネット

14%

広報・パ

ンフ

8%

市ホームペー

ジ

14%

その他

8%

不明

17%

新規相談87件より
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５．居場所支援 

 

 ひきこもり等の子ども・若者が社会に参加するきっかけとするためのスモールステップ

として、平成 26 年度より枚方公園青少年センター等を活用し、居場所支援事業「ひらぽ」

を実施しています。相談員との個別面接の次のステップとして４、５人の若者がスタッフ

と一緒にさまざまな活動を体験する中で、社会とのつながりを築いていくことを目指して

います。実際の活動においては、専門のコーディネーターを配置し、「サポートフレンド

養成講座」を受講したサポートフレンド※ 1（登録者 33 名）の協力を得て、創作、ゲーム、

屋外活動を行いました。令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意

しつつ、一年を通して対面で開催し、様々な活動の再開に努めました。 

 居場所支援事業「ひらぽ」の活動を中心に、ひきこもり等子ども・若者相談支援センタ

ーの取り組みを広報する通信「ひらぽう」※２［資料１］を令和４年度は２回発行しました。

若者が記事を企画、執筆するなど、作成に参加しました。 

 居場所支援事業と並行して、個別の面接相談も継続し、ひとりひとりに合った支援を行

っています。 

令和４年度は、毎週水曜日と、他の曜日に月２、３回開催し、計 93 回、参加延べ人数は

564 人でした（実人数 26 人／令和 3 年度は 22 人、令和２年度は 19 人、令和元年度は 30

人、）。初の取り組みとして、11 月と３月に、就職したひらぽ卒業生も含む、30 歳以上の

方を対象として午後６時からの「夜ひらぽ」を開催しました。 

 

 

 

 

 またサポートフレンドを対象に、研修会を実施し、居場所活動についての情報共有や居

場所活動での支援内容の検討を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

開所回数 8 7 9 8 6 8 8 9 7 5 8 10 93 回

参加のべ人数 52 50 64 44 39 44 51 52 36 28 43 61 564 人

合計

※1 サポートフレンド 

サポートフレンドとは、サポートフレンド養成講座を受講し、地域の中で、不登校やひ

きこもりなど、さまざまな生きづらさを感じている子ども・若者の理解者となる存在で

す。サポートフレンドの活動のひとつとして、ひきこもり等子ども・若者相談支援セン

ターのイベントや居場所支援「ひらぽ」の活動に協力してもらっています。 

※２ ひらぽう 

ひきこもり等子ども・若者相談支援センターの取り組みについて、具体的に知っていた

だくため、センターや居場所の活動、居場所に参加する若者からのメッセージを紹介し

ています。市のホームページに掲載し、関係機関にも配布しています。 
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６．家族の会 

 

 月に一回、相談支援センターの相談者を対象に同じ悩みを持つ家族の相互理解や交流を

目的として、家族の会を開催しました。 

 令和４年度は実施が 11 回、参加延べ人数は 85 人でした。 

 

 

 

・開催日時は毎月第３金曜日午後２時から４時 

・８月は休み 

  

 4月

 5月

 6月

 7月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

 3月

子ども若者相談支援センターが行ったアンケート結果を読み解く

経済的なセーフティネットの話―生活保護制度を中心に―

テーマ

お片付けのコツにまつわるお話

精神科医療に関するお話

家族の中での父の関わり＆役割について

8050問題　親がひきこもりの子にできること

北河内地域若者サポートステーションについて

餃子を作って、一緒に食べる

家族の会が楽しくなる！？－家族の会の楽しみ方を先輩に聞く―

居場所支援事業「ひらぽ」を知る。

障害福祉サービスの利用方法を知る
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【２】 市民啓発等                  

１． 子ども・若者支援のための市民講座  

『ひきこもりを経験した若者の声』         [資料２] 

ひきこもりや不登校等、さまざまな生きづらさを感じている子ども・若者の現状や自立

に向けた取り組みについて、市民の皆様により広く、深く知っていただくために市民講座

を開催しています。 

令和４年度は、当事者からのメッセージをテーマに、若者ご本人より、これまでの体験

やその時感じていたことなどをインタビュー形式にて講演いただきました。 

また、会場にお越しいただくことが難しい方に向けて動画配信（オンデマンド）も実施

しました。 

 

日時：（会場開催）令和４年 12 月 2 日 14:00～16:00 

   （動画配信）令和４年 12 月 16 日～令和５年１月 16 日 

 

場所：ラポールひらかた 大研修室 

 

講師：特定非営利活動法人青少年自立支援施設 淡路プラッツのみなさん 

   インタビュアー：浅井 紀久子 さん 

 

参加者：（会場）25 名  動画申込：62 名  動画視聴回数：111 回   

 

 

２． ひきこもりＵＸラウンジ in 枚方＆泉佐野 

[資料３] 

ひきこもり状態であったり、対人関係に難しさを感じているなど、さまざまな生きづら

さを抱えている方を対象に、安心して交流できる機会として、当事者会を開催しました。

枚方市及び泉佐野市で開催し、枚方会場では以下のとおり実施しました。 

 

日時：令和５年 1 月 18 日（水）  

    

場所：ラポールひらかた 大研修室 

第一部 ひきこもり経験者による体験談 

講師：（一社）ひきこもり UX 会議 

第二部 対話交流セッション 
「ひきこもり当事者会」：ひきこもり等の当事者・経験者 
「ひきこもり女子会」 ：女性（自認含む）の方でひきこもり等の 

当事者・経験者 

「つながる待合室」  ：ひきこもり状態のご家族がいる方、支援者、その他 

 

参加者：第一部 52人 

第二部 46人（つながる待合室31人、当事者会６人、女子会９人） 
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３． 地域資源ブックマークの作成                 [資料４]   

 

 

枚方市を含む北河内地域のひきこもりや不登校などの相談窓口の情報を

掲載した「地域資源ブックマーク大阪・北河内エリア版」（一般社団法人

ひきこもりUX会議発行）の作成協力を行い、当事者、家族、支援者同士の

対話交流イベント「ひきこもりUXラウンジin枚方」で配布するとともに、

市内大学、高等学校を含む各関係機関にも情報発信を行いました。 

 

 

 

４． ひきこもり等子ども・若者相談支援センターを利用されている方への

アンケート調査 
 

 

当事者の実情や思いを理解することを目的にアンケート調査を実施しま

した。結果は、枚方市子ども・若者育成計画＜第２期＞の資料として活用

するとともに、関係機関への配布、市ホームページへの掲載を通して、子

ども・若者に対する理解を広げることに取り組みました。 

 

 

 

５． 職員による出前講座等  

 

文化生涯学習課で実施している「職員による出前講座」に「若者の置かれている現状 

―ひきこもり・ニートを中心に―」をメニューとして上げています。令和４年度は、１

件の申し込みがあり実施しました。また、市民や支援者を対象とした団体等からも依頼が

あり、市の取り組みの報告や講座を実施しました。 

 

①『枚方市こころの電話相談ボランティア』養成講座 

団体名：枚方市こころの電話相談室 

日 時：令和４年10月15日 

場 所：ラポールひらかた 

テーマ：ひきこもり等における枚方市の取り組み、相談を聴くときの心構え 

対 象：枚方市こころの電話相談室 電話相談ボランティア希望者 

 

②職員による出前講座「なんでも、どこでも出前塾」 

団体名：グリーンコープ生協おおさか 

日 時：令和５年1月27日 

場 所：げんきくんのお店 枚方駅前店 

テーマ：若者の置かれている現状 

対 象：市内組合員及びお知り合い10名 
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【３】枚方市子ども・若者支援地域協議会 

１.令和４年度の活動状況               

[資料５] 

 

ひきこもりやニート、不登校などの相談機関・関係機関のネットワーク構築のため、平

成24年６月より枚方市内で活動している各関係機関に呼びかけて、枚方市ひきこもり等地

域支援ネットワーク会議を設置しました。平成30年３月には、同ネットワーク会議を、子

ども・若者育成支援推進法に基づく「枚方市子ども・若者支援地域協議会」に位置づけ、

各機関等が顔の見える関係を築くとともに、さまざまな状況のひきこもり等の子ども・若

者に対し、切れ目のない適切な支援が行える体制作りをめざしています。 

令和４年度は、偶数月に実務者会議を開催しました。また、関係機関同士の更なる連携

強化といった観点から、２月に代表者会議・実務者会議合同研修会を開催しました。 

 

〇令和４年度枚方市子ども・若者支援地域協議会 

代表者会議・実務者会議（ひきこもり等地域支援ネットワーク会議） 

実施日  内      容  

第 1 回実務者会議  

4 月 21 日  

・枚方市子ども・若者支援地域協議会  実務者会議について 

・各機関からの自己紹介  

・昨年度の振り返りと今年度の実務者会議について  

第 2 回実務者会議  

6 月 11 日  

・「子ども・若者育成計画」を通して学ぶ（１） 

「子ども・若者育成計画<改訂版>」の内容について 

第 3 回実務者会議  

8 月 25 日  

・「子ども・若者育成計画」を通して学ぶ（２） 

・3 テーマに分かれたグループ検討  

① 支援情報や社会資源をどう届けて、どうつながってもらうか  

② 就労、就職に向けた取り組み  

③ 地域社会のつながりの中でできること 

※「子ども・若者育成計画＜第２期＞」に向けた意見の取りまとめ  

第 4 回実務者会議  

10 月 20 日  

・（仮称）枚方版支援ハンドブックの作成について（１）  

・2 テーマに分かれてのグループ検討  

①生活において必要なこと、不安なこと 

②こんなことを相談できる場所があったら良いなと思うこと   

第 5 回実務者会議  

12 月 22 日  

・（仮称）枚方版支援ハンドブックの作成について（２）  

・10 月の会議で出た意見の振り返り 

・意見集約のためのグループワーク 

代表者会議  

第 6 回実務者会議  

2 月 9 日  

枚方市子ども・若者支援地域協議会「合同研修会」  

・「経験者から学ぶ～不登校・ヤングケアラーの当事者より～」  

『不登校から支援者という選択、そして課題』   心の居場所懇談   清水  悠佑  氏  

『ヤングケアラーが「いきる」社会へ』   NPO 法人「ふうせんの会」 常務理事   朝田  健太  氏  

※全体会議の前月に、次回の内容を検討する世話人会議を開催。  
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【代表者会議 構成機関】 

（令和 5 年３月時点） 

・ 枚方市 子ども未来部 子どもの育ち見守り室 

・ 枚方市 観光にぎわい部 商工振興課 

・ 枚方市 健康福祉部 健康福祉政策課 

・ 枚方市 健康福祉部 健康寿命推進室 母子保健課 

・ 枚方市 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課 

・ 枚方市 健康福祉部 福祉事務所 障害支援課 

・ 枚方市 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課 

・ 枚方市 健康福祉部 保健所 保健医療課 

・ 枚方市 子ども未来部 子ども青少年政策課 

・ 枚方市 教育委員会事務局 学校教育部 教育支援室 児童生徒支援課  

・ 枚方公共職業安定所 

・ 大阪府中央子ども家庭センター 

・ 大阪府枚方警察署 

・ 大阪府交野警察署 

・ 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪精神医療センター 

・ 一般社団法人枚方市医師会 

・ 枚方市民生委員児童委員協議会 

・ 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 

・ 特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会 

・ 枚方・交野地区保護司会 

・ 枚方市青少年育成指導員連絡協議会 

・ 枚方市 子ども未来部 子どもの育ち見守り室 子ども相談課 

【子ども・若者支援調整機関（事務局）】 
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【実務者会議（ひきこもり等地域支援ネットワーク会議）案内送付機関】  

(令和５年３月時点、33 機関・34 窓口) 

・ 枚方公共職業安定所 

・ 大阪府中央子ども家庭センター 

・ 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪精神医療センター 

・ 枚方市民生委員児童委員協議会 

・ NPO 法人枚方人権まちづくり協会 

枚方市地域就労支援センター 

・ 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 

枚方市いきいきネット相談支援センター 

・ 一般社団法人ステップフォワード 

北河内地域若者サポートステーション 

枚方市就労準備支援事業担当 

・ 三島地域若者サポートステーション 

・ OSAKA しごとフィールド（JOB カフェコーナー） 

・ 枚方市障害者自立支援協議会幹事会 

・ 枚方市障害者就業・生活支援センター 

・ ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス枚方 

・ d-career（枚方駅前オフィス） 

・ 訪問看護ステーション デューン京阪 

・ 特定非営利活動法人ひらかた市民活動支援センター 

・ 大阪府立寝屋川高等学校（定時制の課程） 

・ 大阪府立大手前高等学校（定時制の課程） 

・ 長尾谷高等学校 

・ 近畿情報高等専修学校 

・ あおい教育支援グループ 

・ 枚方市不登校・ひきこもり家族会連絡会 

・ 株式会社京阪毎日舎 

・ 大阪府中小企業家同友会・枚方寝屋川交野支部 

・ 枚方市 観光にぎわい部 商工振興課 

・ 枚方市 健康福祉部 健康寿命推進室 母子保健課 

・ 枚方市 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課 

・ 枚方市 健康福祉部 福祉事務所 障害支援課 

・ 枚方市 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課 

・ 枚方市 健康福祉部 保健所 保健医療課 

・ 枚方市 子ども未来部 子ども青少年政策課 

・ 枚方市 子ども未来部 枚方公園青少年センター 

・ 枚方市教育委員会事務局 学校教育部 教育支援室 児童生徒支援課  

・ 枚方市 子ども未来部 子どもの育ち見守り室 子ども相談課 

 (ひきこもり等子ども・若者相談支援センター ) 【子ども・若者支援調整機関（事務局）】 
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２.実務者会議（ひきこもり等地域支援ネットワーク会議）の実施状況 

 

 

 

 

 

会議の名称

開催日時

開催場所 ラポールひらかた　大研修室

＜内容＞
．各機関からの自己紹介
・昨年度の振り返りと今年度の実務者会議について事前アンケートを元に各機関の意見を共有。

出席者

令和4年度　枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議＜全体会議（4月）＞

令和4年4月21日（木） 14時00分から16時00分まで

枚方公共職業安定所：1人
大阪精神医療センター：1人
枚方市民生委員児童委員協議会：1人
(特非)人権まちづくり協会
　枚方市地域就労支援センター：1人
枚方市社会福祉協議会
　枚方市いきいきネット相談支援センター：1人
（一社）ステップフォワード：1人
北河内地域若者サポートステーション：1人
OSAKAしごとフィールド
　（JOBカフェコーナー）：2人
枚方市障害者就業・生活支援センター：1人
LITALICOワークス枚方：1人
d-career（枚方駅前オフィス）：1人
（特活）ひらかた市民活動支援センター：1人

大阪府立寝屋川高等学校：1人
長尾谷高等学校：1人
枚方市不登校・ひきこもり家族会連絡会：1人
（株）京阪毎日舎：1人
健康寿命推進室　母子保健課：1人
福祉事務所
 　健康福祉総合相談課：1人
 　生活福祉課：1人
保健所　保健医療課：1人
教育支援室　児童生徒支援課：1人
子どもの育ち見守り室　子ども相談課：6人
　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計28人

会議の名称

開催日時

開催場所

出席者

枚方公共職業安定所：1人
大阪精神医療センター：1人
枚方市民生委員児童委員協議会：1人
(特非)人権まちづくり協会
　枚方市地域就労支援センター：1人
枚方市社会福祉協議会
　枚方市いきいきネット相談支援センター：1人
（一社）ステップフォワード：1人
北河内地域若者サポートステーション：1人
枚方市障害者就業・生活支援センター：1人
d-career（枚方駅前オフィス）：1人
（特活）ひらかた市民活動支援センター：1人
大阪府立大手前高等学校：1人
長尾谷高等学校：1人

枚方市不登校・ひきこもり家族会連絡会：1人
（株）京阪毎日舎：1人
健康寿命推進室　母子保健課：1人
福祉事務所
 　障害支援課：1人
保健所　保健医療課：1人
子ども青少年政策課：1人
枚方公園青少年センター：1人
教育支援室　児童生徒支援課：1人
子どもの育ち見守り室　子ども相談課：6人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計26人

＜内容＞
・「子ども・若者育成計画」第2版（平成30年度発行）について、概要の確認と、社会福祉における自立概念についての確認
・６つのグループに分かれて、「子ども・若者育成計画」についての意見交換

令和4年度　枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議＜全体会議（６月）＞

令和4年6月16日（木） 14時00分から16時00分まで

ラポールひらかた　研修室１
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会議の名称

開催日時

開催場所 ラポールひらかた　大研修室

出席者

枚方公共職業安定所：1人
大阪精神医療センター：1人
枚方市民生委員児童委員協議会：1人
(特非)人権まちづくり協会
　枚方市地域就労支援センター：1人
枚方市社会福祉協議会
　枚方市いきいきネット相談支援センター：1人
北河内地域若者サポートステーション：1人
枚方市障害者就業・生活支援センター：1人
LITALICOワークス枚方：1人
d-career（枚方駅前オフィス）：1人
枚方市不登校・ひきこもり家族会連絡会：1人

（株）京阪毎日舎：1人
健康寿命推進室　母子保健課：1人
福祉事務所
 　障害支援課：1人
子ども青少年政策課：1人
枚方公園青少年センター：1人
教育支援室　児童生徒支援課：1人
子どもの育ち見守り室　子ども相談課：6人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計22人

＜内容＞
子ども・若者育成計画改訂に向けた意見をとりまとめるため、
① 支援情報や社会資源をどう届けて、どうつながってもらうか、② 就労、就職に向けた取り組み、③ 地域社会のつながりの中でで
きること、の3テーマに分かれた話し合いを行った。

令和4年度　枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議＜全体会議（８月）＞

令和4年８月２５日（木） 14時00分から16時00分まで

会議の名称

開催日時

開催場所

＜内容＞
 「枚方版支援ハンドブック（仮称）」作成に向け、
　①「生活において必要なこと、不安なこと」、②「こんなことを相談できる場所があったら良いなと思うこと」の2テーマに分かれた話
し合いを行った。

令和4年１０月２０日（木） 14時00分から16時00分まで

ラポールひらかた　大研修室

出席者

枚方公共職業安定所：1人
大阪精神医療センター:1人
枚方市民生委員児童委員協議会：1人
(特活)人権まちづくり協会
　枚方市地域就労支援センター：1人
枚方市社会福祉協議会
　枚方市いきいきネット相談支援センター：1人
（一社）ステップフォワード
　北河内地域若者サポートステーション：1人
　枚方市就労準備支援事業担当：1人
LITALICOワークス枚方：2人
（特活）ひらかた市民活動支援センター：1人

大阪府立大手前高校：1人
枚方市不登校・ひきこもり家族会連絡会：1人
（株）京阪毎日舎：1人
健康寿命推進室　母子保健課：1人
福祉事務所
 　障害支援課：1人
保健所　保健医療課：1人
教育支援室　児童生徒支援課：1人
子どもの育ち見守り室　子ども相談課：4人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計21人

令和4年度　枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議＜全体会議（１０月）＞
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会議の名称

開催日時

開催場所

＜内容＞
「枚方版支援ハンドブック（仮称）」作成に向け、8月の実務者会議にて出た意見をライフサイクルの視点で整理するための話し合い
を行った。

令和4年度　枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議＜全体会議（１２月）＞

令和4年１２月２２日（木） 14時00分から16時00分まで

ラポールひらかた　大研修室

出席者

枚方公共職業安定所：1人
大阪精神医療センター:1人
枚方市民生委員児童委員協議会：1人
(特活)人権まちづくり協会
　枚方市地域就労支援センター：1人
（一社）ステップフォワード
　北河内地域若者サポートステーション：1人
　枚方市就労準備支援事業担当：1人
LITALICOワークス枚方：1人
LITALICOワークス枚方第2：1人
（特活）ひらかた市民活動支援センター：1人

大阪府立大手前高校：1人
枚方市不登校・ひきこもり家族会連絡会：1人
（株）京阪毎日舎：1人
健康寿命推進室　母子保健課：1人
福祉事務所
 　障害支援課：1人
　生活福祉課：2人
保健所　保健医療課：1人
子ども青少年政策課：1人
枚方公園青少年センター：1人
子どもの育ち見守り室　子ども相談課：4人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計23人

会議の名称

開催日時

開催場所

＜内容＞
代表者会議・実務者会議合同研修会
「経験者から学ぶ～不登校・ヤングケアラーの当事者より～」をテーマに講演を実施。
『不登校から支援者という選択、そして課題』　　心の居場所懇談　　清水　悠佑　氏
『ヤングケアラーが「いきる」社会へ』  NPO法人「ふうせんの会」　常務理事　　朝田　健太　氏

令和４年度枚方市子ども・若者支援地域協議会＜全体会議（2月）＞

令和５年２月９日（木） 14時00分から16時00分まで

ラポールひらかた　大研修室

出席者
（実務者）

枚方公共職業安定所：1人
大阪精神医療センター：1人
 (特活)人権まちづくり協会
　枚方市地域就労支援センター：1人
枚方市社会福祉協議会
　枚方市いきいきネット相談支援センター：1人
（一社）ステップフォワード
　北河内地域若者サポートステーション：1人
　枚方市就労準備支援事業担当：1人
枚方市障害者就業・生活支援センター：1人
LITALICOワークス枚方：1人
LITALICOワークス枚方第2：1人
枚方市不登校・ひきこもり家族会連絡会：1人
（株）京阪毎日舎：1人
OSAKAしごとフィールド：1人

長尾谷高校：1人
健康寿命推進室　母子保健課：1人
福祉事務所
 　障害支援課：1人
　生活福祉課：1人
枚方公園青少年センター：1人
教育支援室　児童生徒支援課：1人
子どもの育ち見守り室　子ども相談課：4人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計22人



 

 

資料 

 

 
 



【資料１】













          主催 子どもの育ち見守り室 子ども相談課 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ひきこもりを経験した若者の声』 

講 師： 特定非営利活動法人青少年自立支援施設 

 

インタビュアー： 浅井 紀久子 さん 

 

 
 

 

 

 

会場開催  

12 月 2 日（金）14:00～16:00 

ラポールひらかた 4階 大研修室 

定員先着 50名 

※新型コロナウィルス感染拡大防止策を実施し開催します。マスク

の着用、手洗い、手指の消毒、発熱などの症状がないかの確認等、

ご協力をお願い致します。                                枚方市新町２丁目１番 35号 

 

動画配信 

12 月 16 日（金）10:00～1 月 16 日（月）17:00 
お申込み後、12月 14日（水）以降閲覧用 URLを送付します。 

 

ひきこもりや不登校等の若者の自立のための支援にとりくむ特定非営利活動法

人青少年自立支援施設 淡路プラッツのみなさんを迎え、経験者である若者ご

本人より、これまでの体験やその時感じていたことなど、貴重なお話をインタビュ

ー形式にて聴かせていただきます。 

お申込み方法は裏面 

淡路プラッツのみなさん 
 

【資料２】



   令和４年度 

【申し込み】 

☆11 月 1 日(火)10:00～12月 2 日（金）まで 

会場開催 

電話・ファックス・電子メール・専用フォーム・来所にて。 

下記、子ども相談課まで。 

講座名、氏名、連絡先電話番号または電子メールアドレスを明記。 
※手話通訳をご希望の方は、講座の 2週間前までにお申し込みください。 

 

動画配信 

電子メール・専用フォームにて。下記、子ども相談課まで。 

講座名、メールアドレス、動画配信希望と明記。 

※12月 14日（水）以降、動画視聴に必要な URL をメールで送信します。 

※枚方市公式 YouTubeチャンネルにて公開します（お申込みいただいた方のみご視聴いただけます）。 

※動画視聴にかかる通信料等は、視聴される方の負担となります。 

※本講座の録画、録音、撮影、および動画データの複写と２次利用は固くお断りします。 

 

【事前に質問を募ります】 

講師にご質問や聞いてみたいことがありましたら、11 月 18 日（金）までに下記、子どもの育ち見守り室

子ども相談課までお寄せください。講師に選んでいただき、講演の中に盛り込んでいく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方市 子どもの育ち見守り室子ども相談課 
（ひきこもり等子ども・若者相談支援センター） 

枚方市岡東町 12－3－410サンプラザ 3号館 4階 

TEL: 050-7102-3228  ／  FAX: 072-846-7952 

E-Mail: kodomosoudan@city.hirakata.osaka.jp 

☆子ども・若者支援のための市民講座☆ 

枚方市では、「ひきこもり等子ども・若者相談支援センター」にて、ひきこもり等のご本人・

ご家族からの相談をお受けしています。 

 ひきこもりや不登校等のさまざまな生きづらさを感じている子ども・若者の現状と自立に向け

た取り組みについて、市民の皆様により知っていただく機会として、市民講座を開催します。   

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 
申し込み専用フォーム 

 

子ども・若者支援のための 

市
民
講
座
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 
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   枚方市子ども・若者支援地域協議会設置要綱 

 

 

制定 平成 30 年 ３ 月 30 日枚方市要綱第 28 号 

最終改正 令和 ４ 年 11 月 25 日枚方市要綱第 63 号 
 

 

 （設置） 

第１条 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を包括的に支援するため、子ど

も・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号。以下「法」という。）第19条第１項に規定する

子ども・若者支援地域協議会として、枚方市子ども・若者支援地域協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

 （所管事項） 

第２条 協議会の所管事項（以下「所管事項」という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の支援に係る情報交換及び連絡調整

を行うこと。 

 ⑵ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の支援に必要な体制の整備について

の検討を行うこと。 

 ⑶ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の具体的支援の内容についての協議

を行うこと。 

 ⑷ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の支援に係る調査研究、研修並びに

広報及び啓発活動を行うこと。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 （構成） 

第３条 協議会は、次に掲げる機関等に属する者で構成する。 

 ⑴ 別に定める枚方市の機関 

 ⑵ 枚方公共職業安定所 

 ⑶ 大阪府中央子ども家庭センター 

 ⑷ 大阪府枚方警察署 

 ⑸ 大阪府交野警察署 

 ⑹ 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪精神医療センター 

 ⑺ 一般社団法人枚方市医師会 

 ⑻ 枚方市民生委員児童委員協議会 

 ⑼ 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 

 ⑽ 特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会 

 ⑾ 枚方・交野地区保護司会 

 ⑿ 枚方市青少年育成指導員連絡協議会 

 ⒀ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関等 

 （子ども・若者支援調整機関） 
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第４条 法第21条第１項に規定する子ども・若者支援調整機関は、前条第１号に掲げる機関等のう

ちから市長が指定する。 

 （守秘義務） 

第５条 協議会を構成する者及び構成していた者は、正当な理由なしに、当該会議（所管事項の遂

行に伴う活動を含む。）を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ 枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議設置要綱（平成24年枚方市要綱第64号）は、廃

止する。 

   附 則［令和2年6月30日枚方市要綱第54号］ 

 この要綱は、制定の日から施行する。 

   附 則［令和3年7月19日枚方市要綱第51号］ 

 この要綱は、制定の日から施行する。 

   附 則［令和4年11月25日枚方市要綱第63号］ 

 この要綱は、制定の日から施行する。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方市におけるひきこもり等の子ども・若者支援について 

令和４年度の活動報告 

令和５年９月発行 

枚方市 子どもの育ち見守り室  

子ども相談課 
枚方市岡東町１２－３－４１０サンプラザ３号館４階 

TEL: ０５０－７１０２－３２２８（直通） 

FAX: ０７２－８４６－７９５２ 

e-mail: kodomosoudan@city.hirakata.osaka.jp 


